
  ＊出前教室・移動教室などのお問合せはこちら＊ 

 〒010-0951 秋田市山王７丁目１番２号 

 秋田地方検察庁 企画調査課 検察広報官 

 電話 (018)862-9129（直通） FAX (018)862-5891 

 ２月２２日、柴平小学校において、出前教室を実施しました。 

 検察庁の仕事に関する動画視聴後、検察官等の仕事について 

説明を行いました。 

 裁判所との関わりや検察庁の仕事について理解を深めてもらえたようで、質疑

応答では、何回も犯行を繰り返すと罪は重くなるのかなどの踏み込んだ質問も飛

び出しました。 

 また、今回の出前教室を行ったことで、検察官等を将来の仕事の選択肢に加え

てもらえたように思います。 

 秋田地検では、検察庁を訪問してもらい、施設等見学、刑事裁判の開廷日に合わ

せた裁判傍聴や検察官からの説明を行ったりする移動教室も実施しています。 

 裁判傍聴は、裁判の開廷日に限定されますが、ご相談ください。 

＊６年生の皆さんの感想（抜粋）＊ 

 ◆起訴できるのは検察官だけだということ、検察官と警察官の違い 

 が分かった 

 ◆検察官の仕事を知り、将来のことを考えるときにいかしたいと 

 思った 


